


【国保】 
 

D-220 アポリポ蛋白（回数） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、アポリポ蛋白の算定は 3 か月に 1 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 アポリポ蛋白は急速な病態の変化を評価する検査ではないため、3か月

に 1回までの実施が妥当であると整理した。 

 


